
平成30 年 11 月 

株式会社 東日本銀行 

平成 31 年 1 月 4 日以降、本サービスをご利用いただく際にかかる手数料につきまして、お支払いの

方法が一部変更となります。 

変更となる手数料につきましては、以下の通りとなります。 

でんさい入金手数料 

  支払期日を迎えた電子記録債権を決済口座でお受取になる際にかかる入金事務手数料です。 

変 更 前 （平成 30年 12月 28日まで） 変 更 後 （平成 31年 1月 4日以降） 

決済口座にご入金の都度、口座より自動引落し

いたします。 

（例） 

10月 10日  

でんさい入金  →  当日に手数料引落し 

日付 入金 支払 残高 

10/ 9 繰越 10,000 

10/10 100,000 でんさい 110,000 

10/10 手数料 108 109,892 

10/10 でんさい入金  \100.000. 

10/10 自動引落し        \108. 

※でんさい入金前の口座残高が、でんさい入

金手数料引落額に満たない場合、でんさい

入金手数料の引落し処理ができないことか

ら、でんさいの入金処理もできませんのでご

注意ください。

決済口座にご入金となった翌月の 12 日（休日

の場合は翌営業日）に自動引落しいたします。 

（例） 

1月 10日  

でんさい入金  → 翌月 12日 手数料引落し 

日付 入金 支払 残高 

1/9 繰越 10,000 

1/10 100,000 でんさい 110,000 

2/12 手数料 108 109,892 

1/10 でんさい入金   \100.000. 

2/12 自動引落し  \108. 

※でんさい入金前の口座残高が、でんさい入

金手数料引落額に満たない場合であって

も、当日はでんさい入金手数料の引落しをし

ないことから、でんさいは通常通り入金され

ます。


